
国民年金任意加入の保険料納付額

及び年金増加額表（19年度ベース）

（単位：円）

加入月数 �保険料納付額 �年金増加額 

1 �14，100 �1，700 

6 �84，600 �9，900 

12 �169，200 �19，800 

18 �253，800 �29，700 

24 �338，400 �39，600 

36 �507，600 �59，400 

48 �676，800 �79，200 

60 �846，000 �99，000 
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こ
れ
か
ら
国
民
年
金
を

受
け
よ
う
と
し
て
い
る
0
0
歳
以
上
6
5
歳
未
満
の
方
へ

ゐ
な
た
も
国
民
年
金
を
増
や
し
ま
せ
ん
か
？

国
民
年
金
の
老
齢
基
礎
年
金
額
は
、
満
額
で
7
9
2
、
1
0
0
円
（
平
成
1
9
年
度
）
で

す
が
、
こ
れ
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、
2
0
歳
か
ら
0
0
歳
ま
で
の
4
0
年
間
（
4
8
0
月
）
の

国
民
年
金
保
険
料
を
完
納
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

昭
和
飢
年
3
月
以
前
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
世
帯
の
専
業
主
婦
や
平
成
3
年
3
月
以
前
の

学
生
に
つ
い
て
は
、
国
民
年
金
へ
加
入
す
る
か
ど
う
か
は
、
ご
本
人
の
意
思
で
決
め
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
期
間
や
、
や
む
を
得
な
い
事
情

に
よ
り
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
ら
れ
な
か
っ
た
期
間
は
、
そ
れ
に
応
じ
て
年
金
額
も

少
な
く
な
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
国
民
年
金
に
は
、
ご
本
人
の
申
し
出
に
よ
り
『
0
0
歳
～
6
5
歳
未
満
』
の
5

年
間
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
で
6
5
歳
か
ら
受
け
取
れ
る
老
齢
基
礎
年
金
を
増
や
す
こ

と
が
で
き
る
「
任
意
加
入
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

任
意
加
入
の
対
象
者
は
？

（
老
齢
基
礎
年
金
を
増
や
し
た
い
方
な
ど
）

次
の
①
～
③
の
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
す

方
が
「
任
意
加
入
」
の
対
象
者
と
な
り
ま
す
。

①
国
内
に
住
所
を
有
す
る
0
0
歳
以
上
6
5
歳
未

満
の
方

②
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
り
上
げ
支
給
を
受
け

て
い
な
い
方

③
2
0
歳
か
ら
0
0
歳
ま
で
の
年
金
保
険
料
の
納

付
月
数
が
4
8
0
月
未
満
の
方

毎
月
の
保
険
料
は
い
く
ら
？

平
成
1
9
年
度
の
国
民
年
金
の
保
険
料
は
、

月
額
1
4
、
1
0
0
円
で
す
。
保
険
料
の
前

払
い
に
よ
り
割
引
さ
れ
る
前
納
制
度
や
口
座

振
替
に
よ
る
早
割
制
度
も
あ
り
ま
す
。

任
意
加
入
の
メ
リ
ッ
ト
は
？

◆
メ
リ
ッ
ト
1

老
齢
基
礎
年
金
は
、
年
金
保
険
料
の
納
付

月
数
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
国
民
年
金
へ
の
任

意
加
入
に
よ
り
、
納
付
月
数
が
多
く
な
れ
ば

な
る
ほ
ど
6
5
歳
か
ら
の
年
金
も
多
く
受
け
と

れ
ま
す
。
詳
し
く
は
、
下
表
の
『
国
民
年
金
任

意
加
入
の
保
険
料
納
付
額
及
び
年
金
増
加
額

表
』
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
メ
リ
ッ
ト
2

任
意
加
入
で
納
め
る
保
険
料
の
総
額
と
、

こ
れ
に
見
合
う
年
金
の
受
け
取
り
に
必
要
な

期
間
は
、
6
5
歳
か
ら
年
金
を
受
け
取
っ
た
場

合
、
任
意
加
入
期
間
の
長
短
に
は
関
係
な
く
、

一
律
に
7
3
・
6
歳
（
平
成
1
9
年
度
ベ
ー
ス
）
で

す
。
こ
れ
よ
り
も
長
生
き
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

生
涯
の
受
け
取
る
年
金
額
も
多
く
な
り
ま
す
。

例
え
ば
、
平
成
1
9
年
4
月
に
任
意
加
入
し
、

加
入
年
数
を
5
年
間
と
仮
定
し
た
場
合
の
保

険
料
納
付
額
と
年
金
増
加
額
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

5
年
間
の
保
険
料
納
付
額
（
総
額
）

8

7

9

、

6

0

0

円

（
毎
年
3
、
3
6
0
円
増
額
）

受
け
取
る
年
金
の
増
加
額
（
年
額
）

9

9

、

0

0

0

円

6
5
歳
か
ら
年
金
を
受
け
取
り
、
平
均
寿
命

（
厚
生
労
働
省
が
公
表
し
た
「
平
成
1
7
年
簡
易

生
命
表
」
）
ま
で
長
生
き
さ
れ
た
場
合
の
年
金

の
増
加
額
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

男
性
（
平
均
寿
命
7
8
・
5
歳
）

9
9
、
0
0
0
円
×
1
3
。
5
年

＝
約
1
3
4
万
円

女
性
（
平
均
寿
命
8
5
・
5
歳
）

9
9
、
0
0
0
円
×
2
0
。
5
年

＝
約
2
0
3
万
円

こ
の
よ
う
に
、
国
民
年
金
の
任
意
加
入
制

度
は
、
我
が
国
の
長
寿
化
社
会
へ
の
適
応
と
、

よ
り
豊
か
な
老
後
を
過
ご
す
う
え
で
も
有
効

な
制
度
と
い
え
ま
す
。

メ
リ
ッ
ト
3

国
民
年
金
へ
の
任
意
加
入
は
、
老
後
の
生

活
を
支
え
る
老
齢
基
礎
年
金
の
増
額
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
2
0
歳
以
上
0
0
歳
未
満
の
第

1
号
被
保
険
者
と
同
様
、
一
定
の
要
件
を
満

た
せ
ば
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
も

受
け
取
れ
ま
す
。

メ
リ
ッ
ト
4

任
意
加
入
で
納
め
ら
れ
た
国
民
年
金
保
険

料
は
、
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と

な
り
、
節
税
に
つ
な
が
り
ま
す
。

任
意
加
入
の
手
続
き
は
、

ど
こ
で
行
え
ば
い
い
の
？

国
民
年
金
へ
の
任
意
加
入
は
、
国
民
年
金

担
当
窓
口
へ
、
加
入
申
出
書
（
国
民
年
金
被
保

険
者
資
格
取
得
届
（
申
出
）
書
）
に
年
金
手
帳
を

添
え
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

間
合
先
　
社
会
保
険
事
務
局
　
大
月
事
務
所

℡
（
2
2
）
5
8
3
7

市
民
生
活
課
　
国
民
年
金
担
当


